[bookmark: _Hlk169627781]令和８年度医学生・臨床研修医向けＰＲ事業
業務委託に係る企画提案実施要項

１. 委託業務名
　令和８年度医学生・臨床研修医向けＰＲ事業業務委託

２. 委託業務内容
　別添仕様書のとおり。

３. 委託期間
　契約締結日から令和９年３月１２日

４. 委託上限額
　９，１５７千円（消費税及び地方消費税を含む）
　※　注意事項
　・　この金額は契約金額の限度額を示すものであり、埼玉県がこの金額で契約することを約束するものではない。
　・　病院合同オンライン説明会（臨床研修プログラム）参加病院の各病院負担金は１病院　 
　　　１２０千円（税込）を予定。
　・　各病院の負担金については、受託者から各病院へ請求を行うものとする。

５. 参加資格
　次に掲げる要件を全て満たしているものとする。
（１）法人格を有すること。
（２） 次のアからオまでに該当する者。
　ア　 地方自治法施行令第167 条の4 の規定に該当しない者であること。
　イ 　埼玉県財務規則（昭和39 年埼玉県規則第18 号）第91 条の規定により埼玉県の一般競争入札に参加させないこととされた者でないこと。
　ウ　 会社更生法（平成14 年法律第154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと、又は民事再生法（平成11 年法律第225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開始決定後に埼玉県知事が別に定める競争入札参加資格の再審査を受けている者はこの限りではない。
　エ 　本件企画提案競技の公告日から本契約の成立までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。
　オ　本件企画提案競技の公告日から本契約の成立までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外等の措置を受けていない者であること。
（３） 仕様書の内容を十分に理解したうえで本企画提案に参加できること。

６. スケジュール
　令和８年７月６日（月）　　　公告
　令和８年７月１０日（金）　　質問事項の受付期限（午後３時）
　令和８年７月１５日（水）　　質問事項の回答（午後５時）
　令和８年７月２２日（水）　　企画提案参加希望書の提出期限（午後５時）
　令和８年７月２７日（月）　　企画提案書の提出期限（午後５時）
　令和８年８月上旬　　　　　　選考実施（オンラインでのプレゼン審査）
　令和８年８月下旬　　　　　　選考結果通知（委託業者決定）

７. 質問事項の受付
　募集の内容等に関する質問を次のとおり受け付ける。
（１） 受付期間
　令和８年７月１０日（金）午後３時まで
（２） 受付方法
　質問書（別紙様式３）に記入の上、電子メールで提出し、提出した場合は、必ず電話による到達確認を行うこと。
（３） 回答方法
　質問に対する回答は、質問した法人名等を伏せた上で、令和８年７月１５日（水） までにＨＰに掲載する。なお、電話による質問には、簡易なものを除き応じない。

８. 企画提案参加希望書の提出
　本事業の業務委託の企画提案への参加を希望する場合は、あらかじめ「企画提案参加希望書（別紙様式１）」を提出すること。
（１）提出方法
　　　原則、電子メール（ＰＤＦファイル）とする。電子メール不可の場合は、持参又は郵
　　送とする。郵送の場合は必ず書留とすること。

（２）提出期限
　令和８年７月２２日（水）午後５時まで
９. 企画提案書の作成方法
　（１）作成留意事項
　　ア　企画提案書の１ページ目(表紙)には、次の事項を記載すること。
　　　（ア） 表題(令和８年度医学生・臨床研修医向けＰＲ事業業務委託　企画提案書)
　　　 (イ)　応募者の住所、氏名並びに連絡担当者の氏名、電話番号、E-mailアドレス
　　イ　企画提案書の２ページ目は「目次」とすること。
　　ウ　企画提案書の３ページ目以降に記載する事項は、概ね次のとおりとすること。
　　 　(ア)　提案の基本的な考え方
　　 　(イ)　企画提案事項の内容、実施方法、独自提案、特に重要と考えるポイント
　　　　 ※　内容については、特に、広報戦略や病院説明会1枠あたりの実施内容の内訳（病院説明、質疑応答等）を具体的に提案すること。
　　 　(ウ)　当日の開催スケジュール及び契約期間全体における業務スケジュール
　　 　(エ)　業務実施体制
　　 　(オ)　その他、必要と思われる事項
　　エ　企画提案書の様式は任意であるが、持参または郵送で提出する場合は、Ａ４版・片
　　　　面で作成すること。

（２）添付書類
　ア　法人の概要（設立趣旨、事業内容）が分かるもの
　　※　上記内容が記載されていれば、既存のパンフレット等でも構わない。
　イ　法人の登記事項全部証明書（提案日前３か月以内に取得したもの）（写し可）
　ウ　法人の定款又は寄付行為、規約若しくはこれに準ずる書類
　エ　地方自治法施行令第１６７条の４の規定に関する申出書（別紙様式２）
　オ　委託料見積書
　　
（３）その他
　ア　企画提案は、１提案者につき１提案に限る。（複数の提案は不可）
　イ　企画提案書の提出後は、その内容を変更することは不可とする。

１０. 企画提案書の提出部数及び提出方法
（１）提出部数
　　　１部
（２）提出方法
　　　原則、電子メール（ＰＤＦファイル）とする。電子メール不可の場合は、持参又は郵
　　送とする。郵送の場合は必ず書留とすること。
 (３）提出期限
　　　令和８年７月２７日（月）午後５時まで
（４）その他
　ア　提出書類は一切返却しないものとする。
　イ　企画提案書等の作成に係る経費は、提案者の負担とする。
　ウ　本実施要綱に違反した場合や提出書類に虚偽の内容を記載した場合は応募を無効とする。

１１. 契約候補者の決定方法
（１） 決定方法
　　県は審査会を設置し、提出された企画提案書等に基づき、企画内容や業務遂行能力などを総合的に審査するものとする。
　　当該審査の結果、総合点が最も高かった提案者を契約候補者に決定する。
　　なお、審査方法はオンラインでのプレゼン方式（TeamsまたはZoomを予定）とする。
（２） 審査項目
　　審査項目は概ね下記のとおり。
　ア　業務の実施体制
　　①　会社として十分な実績があり、十分な実施体制を敷いているか。
　　②　財務状況が健全であり事業の遂行の妨げとならないか。
　　③　個人情報保護に対する充分な対策を講じているか。
　イ　事業の企画能力・遂行能力
　　①　専門的なノウハウを生かした提案となっているか。
　　②　医学生にとって魅力的な内容となっているか。
　　③　実施スケジュールは明確かつ具体的であるか。
　　④　十分な広報能力があり、戦略的な広報計画が立てられているか。
　　⑤　説明会終了後の業務まで具体的に提案されているか。
　　⑥　工夫や独自提案、オンライン開催ならではの要素があるか。
　ウ　その他
　　①　コストパフォーマンスに優れた積算となっているか。
　　②　事業の目的を達成するための特に優れた提案があるか。
　
１２. 契約の相手方の決定方法
　県は、契約候補者（審査の結果、評価が最も高かった提案者）と業務履行に必要な協議を行い、協議が整った場合は契約候補者から改めて見積書を徴収し、見積書を精査の上、随意契約による委託契約を締結する。
　なお、契約候補者と協議が整わない場合は、評価が２番目に高かった者と改めて協議を行う。
１３. 問合せ先・企画提案参加希望書及び企画提案書等の提出先
　埼玉県保健医療部医療人材課　医師確保対策担当
　住 所：〒330-8777 埼玉県さいたま市中央区新都心１－２
　電　話：０４８－６０１－４６００
　電子メール：a3560-03@pref.saitama.lg.jp
